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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面および該第１の面と反対側に位置する第２の面を有する耐候性のハウジングと
、
　前記ハウジングの内部に設けられたプロセッサと、
　前記ハウジングの内部に設けられ、および前記プロセッサに結合された記憶装置と、
　前記ハウジング内に設けられ、および前記プロセッサに結合されたネットワークインタ
フェースと、
　前記ハウジング内に設けられ、および前記ハウジングの第１の面から外側に向いている
グラフィカルユーザインタフェースと、
　前記ハウジング内に設けられ、および前記ハウジングの第１の面から外側に向けられ、
および前記プロセッサに結合された第１のカメラと、
　前記ハウジング内に設けられたマイクロフォンと、
　前記ハウジング内に設けられたスピーカーと、
　前記ハウジング内に設けられ、および前記ハウジングの前記第２の面から第１の駐車ス
ペースに向かって外側に向けられ、および前記プロセッサに結合された第２のカメラと、
　前記ハウジング上に設けられ、および前記プロセッサに結合された第１のステータスラ
イトと、
　前記ハウジング内に設けられた支払受領器と、
を備えるパーキングメータであって、
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　前記プロセッサは、
　前記第１の駐車スペース内での車両の存在を検知し、
　前記第１の駐車スペース内での前記車両のＩＤを捕捉し、
　前記ＩＤを前記ネットワークインタフェースを介してリモートコンピュータシステムに
送信し、
　初期猶予期間を決定し、
　駐車期間に対する支払を受け取り、
　前記駐車期間に対する支払を受け取ることなく前記初期猶予期間が終了すること、およ
び前記車両が前記第１の駐車スペースから出ていくことなく前記駐車期間が終了すること
の少なくとも一方に起因して、駐車違反が発生したことを判断し、
　前記第１のステータスライトを作動させて、違反行為が起きたことの可視表示を生成し
、
　前記車両のＩＤと、前記違反行為の時間を含む前記駐車違反の通知を、前記ネットワー
クインタフェースを介して前記リモートコンピュータシステムに送信し、
　前記駐車違反に対する罰金を前記支払受領器を介して受領し、
　前記罰金の支払の通知を、前記ネットワークインタフェースを介して前記リモートコン
ピュータシステムに送信し、
　前記車両が前記第１の駐車スペースから出た時間を、前記ネットワークインタフェース
を介して前記リモートコンピュータシステムに送信し、
　前記車両が前記第１の駐車スペースから出た時に、前記駐車期間をゼロにリセットする
ように構成される、パーキングメータ。
【請求項２】
　前記ハウジング内に設けられ、および前記ハウジングから第２の駐車スペースに向かっ
て外側に向けられた第３のカメラをさらに備え、前記第３のカメラが前記プロセッサに結
合されている、請求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項３】
　前記プロセッサはさらに、前記ネットワークインタフェースを介して前記リモートコン
ピュータシステムから、更新された駐車料金パラメータを受信するように構成される、請
求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項４】
　前記プロセッサはさらに、前記パーキングメータへの入力を介して緊急電話の要求を受
け付けて、緊急サービスのオペレータとの双方向テレビ電話を開始するように構成される
、請求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項５】
　前記プロセッサはさらに、最大駐車時間を定義して、前記グラフィカルユーザインタフ
ェース上に前記最大駐車時間を表示するように構成される、請求項１に記載のパーキング
メータ。
【請求項６】
　前記プロセッサはさらに、違反行為が判断された後に、前記車両が前記第１の駐車スペ
ースから出る前に、前記罰金を割引料金で支払うことができるという通知を、前記グラフ
ィカルユーザインタフェースを介して表示するように構成される、請求項１に記載のパー
キングメータ。
【請求項７】
　前記プロセッサはさらに、
　複数の駐車クラスルールを定義するように、および
　前記第１の駐車スペース内の前記車両にどのクラスルールを適用するかを判断するよう
に構成される、請求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項８】
　前記プロセッサはさらに、前記記憶装置内に保持されているか、または、前記リモート
コンピュータシステムによって伝えられた、前記車両のＩＤと関連付けられたクラス指定
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に基づいて、どのクラスルールを適用するかを判断するように構成される、請求項７に記
載のパーキングメータ。
【請求項９】
　前記プロセッサはさらに、前記初期猶予期間中の前記メータへのクラスコード入力に基
づいて、どのクラスルールを適用するかを判断するように構成される、請求項７に記載の
パーキングメータ。
【請求項１０】
　前記プロセッサはさらに、前記リモートコンピュータシステムから受信したコマンドに
応答して、前記グラフィカルユーザインタフェース上に緊急放送メッセージを表示するよ
うに構成される、請求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項１１】
　前記プロセッサはさらに、前記第１および第２のカメラのうちの少なくとも一方を作動
させて、作動させたカメラの出力を、前記ネットワークインタフェースを通じて、前記リ
モートコンピュータシステムへ送信するように構成される、請求項１に記載のパーキング
メータ。
【請求項１２】
　前記プロセッサはさらに、
　選択された期間に対応する駐車料金の総額を計算するように、この場合、前記駐車料金
の総額は、前記選択された期間の第１の部分に対する第１の駐車料金と、前記選択された
駐車期間の第２の部分に対する第２の駐車料金とから成り、前記第２の駐車料金は、前記
第１の駐車料金と異なるように、
　前記第１の駐車料金と、前記選択された期間の前記第１の部分に対する第１の小計とを
、前記グラフィカルユーザインタフェース上に表示するように、
　前記第２の駐車料金と、前記選択された期間の前記第２の部分に対する第２の小計とを
、前記グラフィカルユーザインタフェース上に表示するように、および
　前記駐車料金の総額を前記グラフィカルユーザインタフェース上に表示するように構成
される、請求項１に記載のパーキングメータ。
【請求項１３】
　ハウジングと、前記ハウジングの内部に設けられたプロセッサと、前記ハウジングの内
部に設けられ、および前記プロセッサに結合された記憶装置と、前記プロセッサに結合さ
れたグラフィカルユーザインタフェースと、前記ハウジング内に設けられ、および前記プ
ロセッサに結合されたネットワークインタフェースとを備えるパーキングメータを介して
駐車を監視および管理する方法であって、
　第１の駐車スペース内での車両の存在を感知する工程、
　カメラを介した前記車両のＩＤを前記プロセッサによって判断する工程、
　前記車両のＩＤを、前記ネットワークインタフェースを介してリモートネットワークコ
ンピュータシステムに伝える工程と、
　支払を受け取ることなく猶予期間が終了すること、および駐車期間が終了する前に前記
車両が前記第１の駐車スペースから出ていくことなく前記駐車期間が終了することの少な
くとも一方に起因して、駐車違反が発生したことを前記プロセッサによって判断する工程
と、
　前記駐車違反の通知を前記リモートネットワークコンピュータシステムに伝える工程と
、
　前記パーキングメータの前記グラフィカルユーザインタフェースに、違反行為が行われ
たこと、支払うべき罰金の額、および前記車両が前記第１の駐車スペースから去る前に前
記罰金が支払われた場合の罰金の割引額を表示する工程と、
　前記罰金の支払のステータスを、前記ネットワークインタフェースを介して前記リモー
トネットワークコンピュータシステムに伝える工程と、
　前記車両が前記第１の駐車スペースから出た時間を、前記ネットワークインタフェース
を介して前記リモートネットワークコンピュータシステムに送信する工程と、
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　前記車両が前記第１の駐車スペースから出た時に、前記駐車期間をゼロにリセットする
工程とを備える方法。
【請求項１４】
　第１の駐車スペース内での前記車両の存在を感知する工程は、前記第１の駐車スペース
に隣接して配置されたカメラによって実行される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　第１の駐車スペース内での前記車両の存在を感知する工程は、前記第１の駐車スペース
の下に配置されたセンサによって実行される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ネットワークインタフェースを介して前記リモートネットワークコンピュータシス
テムから、前記プロセッサによって更新済みの駐車料金パラメータを受信する工程をさら
に備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記パーキングメータへの緊急電話の要求の入力に応答して、緊急サービスのオペレー
タとの双方向テレビ電話を開始する工程をさらに備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　複数の駐車クラスルールを定義する工程と、前記第１の駐車スペース内の前記車両にど
のクラスルールを適用するかを判断する工程とをさらに備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記どのクラスルールを適用するかを判断する工程は、前記記憶装置に保持されている
か、または、リモートネットワークコンピュータシステムによって伝えられた、前記車両
のＩＤと関連付けられたクラス指定に基づいている、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記リモートネットワークコンピュータシステムから受信したコマンドに応答して、前
記グラフィカルユーザインタフェース上に地域メッセージを表示する工程をさらに備える
請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の駐車スペース内での前記車両の存在の前記感知に応答して、クーポン及び広
告のうちの少なくとも一方を前記グラフィカルユーザインタフェース上に表示する工程を
さらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　前記クーポンおよび前記広告の両方または一方は、前記第１の駐車スペース内の前記車
両の車種の判断に基づいて選択される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記パーキングメータ内に設けられたカメラを遠隔作動させて、前記カメラの出力を、
前記ネットワークインタフェースを介して前記リモートネットワークコンピュータシステ
ムに送信する工程をさらに備える請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーキングメータシステムに関し、より具体的には、自動パーキングメータ
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の存在の有無を検知することによって収益を増加させるパーキングメータは公知で
ある。例えば、特許文献１は、関連する駐車スペース内で、もはや車両が検出されない場
合には、タイミング回路をゼロにリセットする電子パーキングメータシステムについて記
載している。このようなパーキングメータは、硬貨または他の支払手段が該メータに入力
されると、動作モードになる。そして、関連する駐車スペース内での車両の存在の有無を
検出するために、ソナーレンジファインダーが作動される。また、該ソナーレンジファイ
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ンダーは、関連する駐車スペース内に、もはや車両がない場合に、マイクロプロセッサ制
御装置に信号を供給するのにも用いられる。その場合、該マイクロプロセッサ制御装置は
、該タイマーをリセットする。
【０００３】
　上述したパーキングメータシステムは、収益を向上させるが、パーキングメータの違反
行為を捕捉しない。そのため、該パーキングメータは、所定の管轄区域内で、多くのメー
タ制のスポットを取り締まるパーキングメータの係員が少ないため、収益を最適化せず、
または、駐車違反者に対する抑止手段を備えていない。より多くのメータ係員を雇うこと
も、コスト効率の良い解決策ではない。この問題は、特許文献２のパーキングメータによ
って対処された。
【０００４】
　参照によって、その全体が本願明細書に組み込まれる特許文献２の装置は、駐車違反者
のナンバープレートの画像を記録して保存するカメラを備えるパーキングメータシステム
である。該パーキングメータは、マイクロコントローラと、該マイクロコントローラに結
合されたタイマーとを備える。関連する駐車スペースの利用に対する支払を受領するため
に、支払受領手段が該マイクロコントローラに結合されている。該マイクロコントローラ
は、該支払受領手段から信号を受信したときに、支払済みの駐車期間、タイマーを作動さ
せる。関連する駐車スペース内での車両の存在の有無を検出するために、車両検出手段が
該マイクロコントローラに結合されている。通信モデムは、該マイクロコントローラに結
合されている。そのマイクロプロセッサは、該タイマーが、支払済みの駐車期間が終了し
たことを該マイクロプロセッサに信号で伝えた後、該車両検出手段が、関連する駐車スペ
ース内での車両の存在を該マイクロプロセッサに信号で伝えるときに、カメラを作動させ
て該車両の画像を撮影する。
【０００５】
　ともに参照によって、その全体が本願明細書に組み込まれる、特許文献３および特許文
献４は、特許文献２の装置に関する改良物を開示している。しかし、これらの特許のどち
らにおいても、該マイクロコントローラは、問合せステーションを作動させて、駐車違反
の存在を判断したときに、駐車車両のナンバープレートが位置する該駐車スペースのエリ
ア内の関連する駐車スペースに問合せ信号を送る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４８２３９２８号明細書
【特許文献２】米国特許第５７７７９５１号明細書
【特許文献３】米国特許第７０２９１６７号明細書
【特許文献４】米国特許第７３９３１３４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　車両がカメラの視野から離れる前に違反行為を判断することができない場合、受け入れ
難いほど多くの違反行為を捉えることはできないため、違反行為を判断した後に車両また
はそのナンバープレートの写真を撮影することは信頼性がない可能性がある。そのため、
従来技術における欠点のいくつかまたは全てに対処する改良されたパーキングメータシス
テムに対する必要性が依然としてある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　特定の実施形態によるパーキングメータは、ハウジングと、プロセッサと、記憶装置と
、ネットワークインタフェースと、グラフィカルユーザインタフェースと、該ハウジング
内に設けられ、および該ハウジングの第１面から外側に向いている第１のカメラと、マイ
クロフォンと、スピーカーと、該ハウジング内に設けられ、および該ハウジングから駐車
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スペースに向かって外側に向いている第２のカメラと、ステータスライトと、支払受領器
とを備える。該メータは、駐車スペース内での車両の存在を感知し、該車両のＩＤを捕捉
し、該ＩＤをリモートネットワークコンピュータシステムへ送信し、駐車違反が発生した
ことを判断し、その通知を該リモートコンピュータシステムに送信し、罰金の支払を受領
し、罰金支払の通知を該リモートコンピュータシステムに送信し、該車両が第１の駐車ス
ペースから出た時刻を、該ネットワークインタフェースを介して該リモートコンピュータ
システムに送信し、および該車両が該駐車スペースから出た時に、駐車期間をゼロにリセ
ットするように構成されている。
【０００９】
　特定の実施形態において、駐車を監視および管理する方法は、第１の駐車スペース内で
の車両の存在を感知することを備える。該車両のＩＤは、カメラを介して判断され、該車
両のＩＤがリモートネットワークコンピュータシステムへ伝えられる。該メータは、支払
を受け取ることなく初期猶予期間が終了したこと、または、駐車期間が終了する前に、該
車両が第１の駐車スペースから出ることなく駐車期間が終了したことにより、駐車違反が
起きたことを判断する。その駐車違反の通知は、該リモートネットワークコンピュータシ
ステムに伝えられる。違反通知は、支払うべき罰金の金額と、該車両が第１の駐車スペー
スから去る前に罰金が支払われた場合の値引きした罰金額とともに、該メータのグラフィ
カルユーザインタフェースに表示される。該メータは、該ネットワークインタフェースを
介して、罰金の支払のステータスを該リモートコンピュータシステムに伝え、および該ネ
ットワークインタフェースを介して、該車両が第１の駐車スペースから出た時刻を該リモ
ートコンピュータシステムに送信する。該駐車期間は、該車両が第１の駐車スペースから
出るときに、ゼロにリセットされる。
【００１０】
　特定の実施形態において、パーキングメータを介して駐車を管理する方法は、ユーザが
該メータに対して入力を実行することにより、該ユーザによる駐車時間の量の選択を受け
取ることを備える。選択された駐車時間の量に応じて、駐車料金の総額が計算される。該
駐車時間は、駐車料金の総額が、選択された期間の第１の部分に対する第１の駐車料金と
、選択された駐車期間の第２の部分に対する第２の駐車料金とから成るように、価格変動
を受け、この場合、第２の駐車料金は、第１の駐車料金と異なっている。選択された期間
の第１の部分に対する第１の駐車料金および第１の小計料金部分は、該グラフィカルユー
ザインタフェースに表示される。また、第２の期間に対する第２の駐車料金および第２の
小計料金部分も該グラフィカルユーザインタフェースに表示される。さらに、ユーザが、
駐車料金の総額の構成部分を迅速かつ容易に認識できるように、駐車料金の総額が該グラ
フィカルユーザインタフェースに表示される。
【００１１】
　特定の実施形態においては、所定の駐車事例に対して駐車パラメータを変更するために
、クラスルールのセットを適用することができる。該クラスルールは、特定の車両のＩＤ
に対応させることができ、または、該メータへの入力に対応させることができる。また、
駐車パラメータは、該パーキングメータとネットワークで結ばれたリモートコンピュータ
システムによって設定および更新することもできる。
【００１２】
　本発明は、特定の実施形態において、従来の手動パーキングメータおよび手動駐車取締
方法と比較して、収益を向上させる。従来のパーキングメータは、消費者によって利用さ
れたか、または支払われた時間に対して請求する。そのメータは、車が去ったときにリセ
ットしない可能性があり、既に支払われた残りの時間に関する次の顧客の使用を可能にし
ている。該メータは、駐車取締官に違反行為の警告を送り、そのことを手で書いて発令す
ることができる。本発明の特定の実施形態は、車が去ったときに自動的にリセットするよ
うに、および取締官の存在なしで、どのような違反行為も自動的に取り締まるように構成
することができる。
【００１３】



(7) JP 6373874 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

　特定の実施形態において、本発明は、車の入場時、違反時および退場時のナンバープレ
ートの写真による、違反行為の反論の余地のない証拠を提供する。
　特定の実施形態は、ナンバープレート認識（ＬＰＲ：Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｒ
ｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）を実行して、そのｊｐｇとＡＳＣＩＩデータを、それぞれの陸運
局への問合せ、郵送による召喚状の発行および罰金の徴収のための、遠隔に位置するネッ
トワーク化された場所へ送信することができる。
【００１４】
　特定の実施形態は、都市の安全性および地域の通信サービスを実現することができる。
そのようなサービスは、限定するものではないが、メータにおける罰金の支払、常習的な
交通違反者の識別、盗難車の識別、アンバーアラート、緊急放送、法執行のための地域監
視、法執行のための車両追跡、市長からの警告および他の市の注意事項のためのメッセー
ジ送受信、場所、地域または市内全域での緊急事態、マーチャントクーポン、商業広告、
公示、指示、ディレクトリ、接客サービス、車両救援の要請、警察への通報（９１１）、
非緊急通報（３１１）、何らかの通報、医療支援の要請、火災の報告、警察の要請、業者
広告および飲食物クーポンの表示およびその他を含むことができる。
【００１５】
　融通の利く猶予期間、罰金保険、街頭看板のスクリーン式の駐車に関する案内および規
則との置換え、時間帯、週、イベントによる価格変動、滞在期間による累進的料金、ＬＰ
Ｒによる駐車管理の許可、市の駐車局、警察または他の指定機関による全中央管理および
遠隔配信を含む様々な支払代替手段および料金設定機能を、特定の実施形態に含ませるこ
とができる。さらに、各カメラは、合法的な監視用途およびセキュリティ用途のために、
スマートフォン、タブレットまたはコンピュータを介したウェブ対応の遠隔監視を可能に
するように命令することができる。したがって、特定の実施形態において、本発明は、駐
車、安全性、セキュリティ、およびウェブホスト型管理および統合通信へのリアルタイム
接続のための多様な自動化された市のアプリケーションを有する地域のキオスクであり、
これまでにないような様々な公共サービスを提供することができる。
【００１６】
　上記の概要は、本発明の範囲を限定しようとするものではなく、または、本発明の各実
施形態、態様、実施態様、特徴または利点を説明することを意図したものではない。本発
明の詳細な技術および好適な実施形態は、クレームされている発明の特徴を当業者が良く
理解するように、添付図面とともに以下の段落に記載されている。上述した特徴および以
下でコメントされる特徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、指定された組合せだけ
ではなく、その他の組合せでも用いることができ、または独立して用いることができるこ
とを理解されたい。
【００１７】
　本発明には、様々な変更および代替的構成の可能性があるが、その詳細は、既に図面に
例として図示されており、詳しく説明する。しかし、本発明を、記載されている具体的な
実施形態例に限定するようには意図されていないことを理解すべきである。それどころか
、本発明は、添付クレームによって定義される本発明の範囲内にある全ての変更例、等価
物および代替物をカバーする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの斜視図である。
【図２】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータシステムの構成要素のブロック
図である。
【図３】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータシステムの構成要素のブロック
図である。
【図４】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの正面図である。
【図５】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの側面図である。
【図６】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの正面図である。
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【図７】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの背面図である。
【図８】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの内部構成要素の図である。
【図９】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの斜視図である。
【図１０】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの正面図である。
【図１１】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの後面図である。
【図１２】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータおよび道路センサの斜視図で
ある。
【図１３】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの対話型表示画面のスクリー
ンショットである。
【図１４】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータシステムの側面図である。
【図１５】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータシステムの略図である。
【図１６】本発明の特定の実施形態によるパーキングメータの動作のブロック図である。
【図１７】本発明の特定の実施形態によるパーキングシステムの違反行為報告のスクリー
ンショットである。
【図１８】本発明の特定の実施形態によるパーキングシステムにおけるメータのステータ
ス画面である。
【図１９】本発明の特定の実施形態によるパーキングシステムにおけるメータの料金ブロ
ック画面である。
【図２０Ａ】本発明の特定の実施形態によるパーキングシステムのメータ設定画面の図で
ある。
【図２０Ｂ】本発明の特定の実施形態によるパーキングシステムのメータ設定画面の図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下の記載において、本発明を、様々な実施形態例に関連して説明するが、それでもな
お、それらの実施形態は、本発明を、本願明細書に記載されているどの具体的実施例、環
境、用途または特定の実施態様にも限定しないことが意図されている。したがって、それ
らの実施形態例の説明は、本発明を限定するためではなく、単に例示のために記載されて
いるものである。また、本願明細書において議論されている様々な特徴または態様は、本
願明細書において明確に議論されているか否かに関わらず、本発明の範囲から逸脱するこ
となく、追加的な組合せおよび実施形態において組み合わせることもできる。
【００２０】
　図１を参照すると、パーキングメータ１００と、関連する駐車スペース１０２が図示さ
れている。該メータは、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）１０１を備える。
ＧＵＩ１０１は、該メータの前面および背面の一方または両方に配置することができる。
ＧＵＩは、タッチセンサ式にすることができ、または、データ入力用に、独立したキーパ
ッドを該メータに設けることができ、または、タッチスクリーンおよびキーパッドの両方
を設けることができる。ＧＵＩは、バックライト付きのＬＣＤディスプレイとして構成す
ることができる。また、カードベースの支払を容易にするために、カードリーダ１０３機
構を該メータ内に配置することもできる。
【００２１】
　車両１０４は、関連する駐車スペース１０２内に駐車されている。メータ１００は、そ
のハウジング内に設けられた一つ以上のカメラ１０６を備える。カメラ１０６は、関連す
る駐車スポット１０２内での車両の存在の有無を識別するように構成されている。該カメ
ラは、該車両の画像およびそのナンバープレート１０８の両方または一方を撮影する。ま
た、該カメラは、動画も撮影することができる。図１に示すカメラは、車両１０２の後部
ナンバープレートを監視するために設けられている。しかし、該カメラは、前方のナンバ
ープレート１０８を代わりに撮影するために、車両１０２の前方に直接配置することがで
きる。また、図示されている車両の後方のスポット内の車両の前方ナンバープレートを撮
影するために、第２のカメラ１０６’が配置されていることに留意されたい。したがって
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、１つのメータは、２つの隣接するスポットを処理することができる。
【００２２】
　別法として、広角レンズまたは可動カメラを採用することにより、単一のカメラを、２
つ以上の関連する駐車スポットをカバーするのに用いることができる。
　該カメラは、図１に示すような主メータハウジング内に設けることができ、または、そ
のメータポール上の該カメラ自体のハウジング内に設けることができ、または、該メータ
から遠く離れた独立した場所に取り付けることができる。
【００２３】
　該カメラは、該車両およびそのナンバープレートの両方または一方のディジタル画像を
撮る。該カメラは、市販のナンバープレート読取カメラとすることができ、または、何ら
かの適当なディジタルカメラとすることができる。光学式文字認識プロセス（ナンバープ
レート認識またはＬＰＲ）は、データベースまたは他の送り先への送信のために、ナンバ
ープレートの英数字を抽出するのに用いることができる。
【００２４】
　図２を参照して、パーキングメータ１００の内部構成要素およびパーキングメータにつ
いて議論する。関連する物理メモリを備えたマイクロコントローラ１１０またはプロセッ
サが、メータ１００のハウジングの内部に設けられている。該メータの動作および機能を
制御するソフトウェアコードが該メモリに格納されている。該メモリは、一つ以上の不揮
発性記憶装置および一つ以上の揮発性記憶装置（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ））の両方または一方を備えることができる。
【００２５】
　コンピュータ可読プログラムコードが、限定するものではないが、例えば、磁気媒体（
例えば、ハードディスク）、光媒体（例えば、ＯＶＯ）、メモリデバイス（例えば、ラン
ダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ）等のメモリに格納されている。該コンピュータ
可読プログラムコードは、プロセッサによって実行される場合、該コードは、ネットワー
クに接続されたデバイスに、本願明細書に記載されている本発明のステップを実行させる
ように構成されている。他の実施形態においては、該装置は、コードを要することなく、
以下に記載したステップを実行するように構成されている。
【００２６】
　タイマー１１２は、マイクロコントローラ１１０に結合され、該マイクロコントローラ
によって制御される。該コントローラは、プロセッサのクロックサイクルをタイマーの形
態としてカウントすることもできる。カメラ１０６は、マイクロコントローラ１１０に結
合されており、該マイクロコントローラと双方向でやり取りする。また、支払受領機構１
１４もマイクロコントローラ１１０に結合されており、該機構は、信号をマイクロコント
ローラ１１０に送信する。ＧＵＩ１０１および他の何らかのライト、カメラ、センサ等の
追加的な構成要素も、該マイクロコントローラと通信可能に接続されている。
【００２７】
　支払受領機構１１４は、硬貨、紙幣、トークン、クーポン、クレジット／デビットカー
ド、スマートフォンまたはこれらの組合せを含む１つ以上の従来の何らかの手段によって
支払を受け取るように構成することができる。また、支払受領器１１４は、非接触式の支
払を受領するように構成することもできる。非接触式の支払を受領する一つの実施形態に
おいては、例えば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）　Ｗａｌｌｅｔ、ＰａｙＰａｌ（登録商標
）、ＥＺ　ＰａｓｓおよびＰａｙ　Ｐａｓｓ等のサービスを利用して、モバイル端末によ
る支払を受け取るために、近距離無線通信（ＮＦＣ：ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ）コンポーネントが該メータ内に設けられている。ビットコイン等の
仮想通貨も受領することができる。ユーザの電話を用いてスキャンし、このような支払方
法を可能にするユーザの電話上の適当なアプリケーションを用いて支払わせるために、該
メータのスクリーンにＱＲＳ写真を表示することもできる。
【００２８】
　代替的な実施形態においては、該カメラを利用する以外に、関連する駐車スポット内で
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の車両の存在の有無を検知するために、様々なタイプのセンサを用いることができる。例
えば、超音波センサ、光センサ、（舗装道路内の）圧力センサ、磁界センサ、ソナーおよ
びレーダセンサを代替物として利用することができる。それぞれを、該メータのハウジン
グ内や、独立したマウントに組み込むことができ、または、道路または縁石に埋め込むこ
とができる。これらの代替物はどれも、マイクロプロセッサ１１０に動作可能に接続され
、該マイクロプロセッサは、使用されている特定のセンサから戻ってきた状態変化情報に
基づいて、車両の存在の有無を判断することができる。その他の動作および構成要素は省
略する。
【００２９】
　メータ１００はさらに、該マイクロコントローラに一体化されているか、または、独立
したコンポーネントとしてのネットワークインタフェース１０９を備える。該ネットワー
クインタフェースは、有線接続および無線接続の両方または一方を利用して、通信ネット
ワーク（例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ１１６）、インターネットまたは
ワールドワイドウェブ）との通信を可能にするように構成されている。ネットワーク通信
手段は、限定するものではないが、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、セルラー（ＨＳＰＡ、ＬＴＥ、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ）、ＤＳＬ、ケー
ブル等を含む。ＬＡＮ１１６は、複数の独立したメータのためのマスターまたはメインメ
ータとやり取りする他の全てのメータを含んでもよい。ＬＡＮ構成において、ＬＡＮ１１
６は、図２に図示されているように、インターネット１１８に接続することができる。
【００３０】
　また、該パーキングシステムは、一定数のネットワークメータの動作を管理したり、該
ネットワークメータからのデータを記憶したりするホストまたは制御コンピュータ１２０
を備えることもできる。中央または制御コンピュータ１２０は、データセンター内のネッ
トワーク記憶装置とインターフェースをとる１つ以上のサーバを備えることができる。制
御コンピュータ１２０は、便宜上およびセキュリティ目的のために、安全な場所に遠隔配
置されている。ＬＡＮ１１６も同様に、法執行運営会社を含む様々な他のコンピューティ
ングシステムと通信するために、ワールドワイドウェブ（すなわち、インターネット）に
接続されている。このようにして、データを安全に記憶させることができ、および適切な
権限者によって閲覧することができ、また、所定のシステム内の全てのメータの動作を監
視することができ、および中央オペレータを介して、遠隔で制御することができる。
【００３１】
　図３は、特定の実施形態によるパーキングシステムの特定のコンポーネントの通信略図
を示す。パーキングメータ１００は、各々が特定の駐車スポットに関連している２つの車
両センサを備える。メータ１００は、第１の車両１０４ａまたは第２の車両１０４ｂが対
応するスペース内に存在しているか否かを判断するために、定期的に該センサに問合せを
行う。また、メータ１００は、ＬＡＮ、インターネット、イントラネット等を介して、バ
ックオフィスサーバまたはコンピュータ１２０と通信する。該バックオフィスサーバとや
り取りするデータは、監視スペースの占有／非占有ステータス、メータの固有識別データ
、支払処理情報、ＬＰＲデータ、ビデオおよび画像データ、メンテナンスデータ、動作ス
テータス、およびオペレータや該メータが配置されている自治体内の陸運局が所望する他
のデータを含む。特定の実施形態において、バックオフィスＳＡＡＳサーバは、駐車料金
を含む構成データを該メータに供給し、および該メータのＧＵＩ用のメッセージを表示す
ることもできる。
【００３２】
　メータ１００には、該メータが配置されている許認可局によって利用される車両識別手
段に対応するナンバープレート読取手段が備えられている。例えば、ナンバープレートが
英数字データを備えている場合には、該メータは、その英数字を読み取るために備えられ
る。このことは、該メータが、該カメラによって撮影されたナンバープレートの画像を読
み取るか、または、該画像を英数文字に変換する、いわゆるナンバープレート読取（ＬＰ
Ｒ）ソフトウェアを備えることによって実現することができる。該プレート（または、該
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車両の他の部分）に無線ＩＤタグ（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）が備えられている場合は、該メータには、ＲＦＩＤタグ読取装
置が備えられる。また、該プレート（または、該車両の他の部分）に機械可読バーコード
またはトランスミッタ／レシーバー（例えば、マトリックスバーコード）が備えられてい
る場合は、該メータには、（ナンバープレート、ｖｉｎ（車両登録番号）、ドライバー情
報を読み取るための）送受信装置またはバーコード読取装置が備えられる。いずれの場合
の読取手段も、該マイクロプロセッサと作動可能に通信する。該システムが、様々な許認
可方法に適応できるようにするために、単一またはマルチスペースメータシステムに多数
の読取手段を含めることができる。
【００３３】
　次に、図４～図９を参照すると、メータの第１の実施形態例が図示されている。該メー
タは、該メータの様々なコンポーネントを収容して保護する外側ハウジング１０５または
エンクロージャを備える。ハウジング１０５は、雨や雪、その他の要因にさらされるため
、湿気や衝撃に耐えられるようになっている。また、人や物体によって、該ハウジングへ
の光の衝撃が伝えられる可能性があるため、該エンクロージャは、通常、金属または耐衝
撃性プラスチック等の頑丈な材料で形成されている。寸法の例が図４、図５に示されてい
るが、それらの寸法は、所定のクレーム内で具体的に言及されていない限り、本発明の範
囲から逸脱することなく、変更することができる。
【００３４】
　メータエンクロージャ１０５は、ユーザが、言葉および画像の両方または一方を介して
、該メータやオペレータ／管理人／その他の人と情報をやり取りすることができるように
、第１面、即ち前面に、マイクロフォン、スピーカーおよびカメラインタフェース領域１
２２を備える。スクリーン１０１を介して、画像がユーザに対して表示される。スクリー
ン１０１は、タッチ応答式（容量式、感圧式等）にすることができ、およびユーザが様々
なオプション、サービスを選択することができ、およびデータを検索することができるよ
うに、該スクリーン上に表示される複数のソフトボタン１２４を備えることができる。タ
ッチセンサ式の該スクリーンに加えて、または該スクリーンの代わりに、ハードナビゲー
ションボタン１２６を設けることができる。例えば、「ホーム」ボタンおよび「バック」
ボタンを設けることができる。
【００３５】
　該ハウジングの内部構成要素には、インテグラルロックを備えたＴ字状ハンドル１２８
を介してアクセスすることができる。
　支払受領のために、硬貨投入口１３０およびクレジットカード読取装置１３２の両方が
該ハウジングに画成されている。さらに、ＮＦＣまたは他の非接触式支払手段を介した支
払のために、非接触支払部１３４を該メータ上に画成することができる。
【００３６】
　複数のステータスライト１３６も該メータに画成されている。少なくとも一つのライト
は、それぞれの駐車スペースに対応しており、およびステータスをユーザに対して迅速に
表示するために、色分けを利用することができる。例えば、緑色は、支払済みの駐車時間
内であることを示すことができ、黄色は、猶予期間および支払済みの駐車時間の両方また
は一方が終了間近であることを示すことができ、および赤色は、違反行為が行われたこと
を示すことができる。これらの色は、追加的なレベルの緊急性およびステータスをユーザ
に伝えるために、変えることができ、数を増やすことができ、また、点滅モードを組み込
むこともできる。
【００３７】
　次に、図７のメータハウジングの反対側、背面／後部を参照すると、追加的な特徴が図
示されている。前面／背面は、相対的な用語であり、ここでは単に、便宜上および本開示
を明確にするために用いられていることに留意すべきである。ステータスライト１３６は
、可視性を高めるために、該メータのこの側にも設けられている。カメラアウトレット１
３８が互いに隣接して図示されている。この図において、該カメラは、視野角がそれぞれ
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の駐車スポットに対応するように、突出ハウジングによって、隣り合った構造で配置され
ている。しかし、これらのカメラは、図示されている隣り合わせ構造の代わりに、上下に
重なった構造で配置することができる。垂直方向に重ねた構造は、メータのよりスリムな
幅を可能にし、およびカメラハウジングが該メータの側面の側から外側へ突出する距離に
より、隣接するカメラを遮る可能性も低減する。加えて、該カメラは、図７に示すような
所望の視野角対突出を実現するために、該ハウジング内にめり込ませることができる。
【００３８】
　該メータによって監視されている各駐車スペースに対応して、超音波センサ１４０が設
けられている。これらのセンサは、それぞれのスペース内での車両の存在の有無を判断す
るのに用いられる。本願明細書で議論されている代替的な占有監視手段を代替的な実施形
態に採用できることを理解すべきである。
【００３９】
　各監視駐車スペースに対応して、赤外線（ＩＲ）ライト１４２も設けられている。ＩＲ
ライト１４２は、単に周辺光を用いるのと比較して、ナンバープレートを良好に撮影でき
るように該車両のナンバープレートを照らす。
【００４０】
　図８は、該ハウジングの前方半分が取り外された状態の該メータを示す。ステータスラ
イト１３６、ＩＲライト１４２、車両センサ１４０およびカメラ１０６、１０６’を図に
見ることができる。さらに、電源１４４およびインターネットゲートウェイインタフェー
スコンポーネント１４６とともに、マイクロプロセッサまたはＣＰＵ１１０が図示されて
いる。
【００４１】
　図８、図９を参照すると、（丈のある、または短い）標準的な硬貨用缶１４８が、硬貨
用ドア１５０の後ろのエンクロージャ１０５内に安全に存在している。該ドアは、エンク
ロージャ１０５を開けることなく、該硬貨用缶へのアクセスを可能にしている。該メータ
の側部にドア１５０を設けることにより、該メータの正面および裏面での有効利用可能な
面積が増加する。しかし、クレームにおいて具体的に言及されていない限り、正面および
後面に配置された硬貨用ドアも本発明の範囲内にある。硬貨による支払を不可能にしたい
場合には、硬貨用缶１４８、ドア１５０および硬貨投入口１３０をなくすことができる。
【００４２】
　図１０、図１１は、本発明の特定の態様によるパーキングメータの代替的な実施形態を
示す。メータ２００は、（正面、裏面または両方に）１つ以上のステータスおよび違反行
為インジケータライト２０２を備える。双方向通信を実行できるように、マイクロフォン
およびスピーカーとともに、前方に向いているカメラ２０４がメータハウジング内に設け
られている。該正面には、タッチ応答式スクリーン（ＧＵＩ）２０６が設けられている。
物理的キーパッド２０８を該ハウジングに含めることもできる。キーパッド２０８は、従
来の電話の英数字のレイアウト、または、別の所望の構成にすることができる。別法とし
て、キーパッド２０８およびタッチ応答式スクリーンの両方もしくは一方に加えて、また
は、キーパッド２０８およびタッチ応答式スクリーンの両方もしくは一方の代わりに、タ
ッチパッド、ジョイスティックまたは他の入力手段を該メータに含めることができる。
【００４３】
　カードリーダ２１０が、該メータに含まれており、および正面から操作可能であるよう
に配置されている。また、従来の硬貨投入口２１２も設けることができる。さらに、ＮＦ
Ｃによる支払を容易にするために、近距離無線通信（ＮＦＣ：Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）リーダ２１４アセンブリが、正面の該メータハウジングに設
けられている。
【００４４】
　メータハウジングが、隣接する２つの駐車スポットの画像／ビデオを撮るための二重広
角レンズカメラ２１６を含んでいることが、該メータの後面を見て分かる。車のナンバー
プレートまたは他の意図する撮影ターゲットの適切な照射を実行できるように、照射ライ
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ト（例えば、白色発光ダイオード）２１８が、各カメラに隣接して設けられている。
【００４５】
　硬貨保管部またはロック付きボックスが、該メータハウジングの内部にしっかりと保持
されているが、該ハウジングの後面のキーロック２２０を介してアクセスすることができ
る。
【００４６】
　メータ２００はさらに、マイクロプロセッサと、非推移的物理メモリを含んでいる。該
メモリは、該メータの動作を制御するために該プロセッサが実行するソフトウェアコード
を含んでいる。また、同じメモリは、該メータのカメラおよびマイクロフォンによって捉
えられた画像／ビデオ／音声を記録することもでき、または、かかる情報を該メータ内の
独立した物理メモリに記憶することができ、または、該画像／ビデオ情報を、記憶用の遠
隔地または前述のいずれかの組合せに送信することができる。
【００４７】
　該メータは、該メータのマイクロフォンによって拾われる、オペレータ（顧客）によっ
て発せられた音声コマンドの認識を容易にするために、該プロセッサによって実行可能な
ソフトウェアコードを備えることができる。これは、視覚障害者を含むユーザによる該メ
ータへの入力に関する好適な手段となる可能性がある。
【００４８】
　本願明細書に記載されているパーキングメータは、特定の実施形態において、内密の監
視システムとして、高速インターネット接続を介して広域セキュリティネットワークにつ
ながれている、インテリジェントで独立型のコンピュータ制御の装置である。該装置は、
その３つのカメラ、ＬＰＲ機能、スピーカー、マイクロフォンおよびタッチスクリーンを
前提として、広範なデータ収集能力を有している。
【００４９】
　所定のスペースにおける車両の滞在時間を含むデータは、監視することができ、および
中央データベースに格納することができる。
　該カメラは、画像およびビデオを撮るのに用いられる高解像度カメラとすることができ
る。一つの使用例においては、通り沿いに、ほぼ４０フィート（１２．１９メートル）毎
にメータが配置される。該メータヘッドの背面の、通りに向けられている２つのカメラに
は、広い視野を捉えることを可能にする広角レンズが備え付けられている。したがって、
車両、群衆、群衆内の顔、不審物および禁止薬物を含む、通りにおける全ての行動を捉え
ることができる。通りに向けられているカメラは、通りにおける行動を記録しているが、
前方に向けられているカメラは、歩道で行われている行動を捉えるために、該カメラに隣
接する歩道に向けられている。画像は、容疑者を探し出して場所を割り出し、そのような
人物を密かに監視するために、車両に関する法執行機関および顔認識アプリケーションが
利用することができる。別法として、顔の一致が見つかった場合には、通知を送信したり
、アラームを作動させたりしてもよい。
【００５０】
　さらに、撮ったナンバープレートの画像は、前述したようにテキストに変換して、駐車
違反、犯罪歴、アンバーアラート、盗難車、逃亡者またはテロリスト等を目立たせるため
にフラグが付けられた既知のナンバープレートの番号のデータベースと比較することがで
きる。このようにして、該監視システムは、一致が見つかった場合に、自動的に通知を発
行して適切な応答措置を開始する。例えば、該応答は、召喚状を作成すること、警官に通
報すること、適切な法執行機関を呼び出すこと、消防隊員を招集すること、または、レッ
カー車を呼び出すことを含むことができる。
【００５１】
　インジケータライト２０２は、一つの実施形態において、赤色であり、該スペース内に
駐車した車両に違反が生じたときに点灯される。また、ユーザおよび前述したような潜在
的なユーザへの視覚的合図を強調するために、追加的なライトおよび多色ライトの両方ま
たは一方を含めることもできる。例えば、該メータが利用可能な場合には、緑色灯を点灯
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させることができる。このことは、利用可能なスポットを探している人を助ける。暗室灯
または黄色灯は、まもなく駐車時間が終了すること、または、猶予期間に入っていること
を示すのに用いることができる。また、該ライトは、所望される可能性のある追加情報を
伝達するために点滅させることができる。好適には、同時に、対応する説明メッセージが
メータのスクリーン２０６に表示される。
【００５２】
　一つの実施形態において、タッチスクリーン２０６は、８インチ（２０．３センチメー
トル）の高解像度カラータッチスクリーンである。顧客は、駐車オプションを選択して、
支払情報を入力するために、該タッチスクリーンと情報をやり取りする。該ディスプレイ
は、緊急のメッセージ、命令または警告を送信するために、バックオフィスサーバを介し
て遠隔で命令を出すこともできる。例えば、竜巻警報、気象警報、アンバーアラートおよ
び他の公共放送による告知である。また、地域情報も表示することができる。有料広告を
表示することができる。地図を載せることができる。また、ユーザに、世論調査に回答す
ることを要求することもできる。また、ユーザは、該メータを介して、指示、ディレクト
リ、天気、個人口座情報、アクセスが可能なインターネットサイト、救助の要請、犯罪の
通報、ＩＰ電話またはテレビ電話、チケットの購入等の特定の情報をダウンロードするこ
ともできる。追加的な特徴および機能は、この明細書の全体を通して議論する。このよう
にして、該メータは、役所とつながっている地域キオスクまたはポータルとして機能する
。
【００５３】
　代替的な実施形態においては、指紋スキャナ、虹彩スキャナまたはその他の生態認証機
構等の生態識別手段を該メータに設けることができる。該生態識別手段は、（制御コンピ
ュータで登録した場合）個人のＩＤを、支払に関する所定の口座または形態と関連付ける
ことができる。
【００５４】
　図１２を参照すると、地中の車両センサ２２２と組合せた場合の動作中のメータが図示
されている。センサ２２２は、車両の到着および退出を検知し、該メータの対応するカメ
ラは、車のナンバープレートの証拠写真を撮影する。また、該車両センサは、該メータハ
ウジングに組み込むこともでき、または、該カメラは、車両の存在を検知するのに用いる
ことができる。センサ２２２は、レーダ、レーザ、音響センサ、運動センサ、または、車
両の存在を判断するための他の適当なセンサ機構を利用する。該センサは、出力のために
配線で接続することができ、または、バッテリで作動させることができる。対応するメー
タと通信するための、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の低出力通信プロトコルの利用
は、交換が必要になる迄に、５年程度の耐用年数をもたらすであろう。
【００５５】
　図１３を参照すると、特定の実施形態による、パーキングメータ用対話型表示画面のス
クリーンショットが図示されている。タッチスクリーン２０６は、選択された期間に対す
る支払を行う前に、所望の駐車時間を選択するための顧客ユーザに対する画面を表示して
いる。該画面は、料金表２３０を表示して、該メータに対応するスポットでの駐車に対し
て適用可能な料金設定をユーザに知らせる。該料金表は、特定の時間帯による価格変動を
示していることに留意されたい。例えば、午後５時から午後８時までの間は、料金は、１
時間当たり４ドルである。それ以外は、１時間当たり２ドルである。個々のユーザに適用
可能な料金表の部分は、インジケータ２３２および強調表示されたかもしくは別のカラー
文字の両方または一方を用いて、現在時刻２３１（この実施例では、午後５時４６分）に
対応する料金表を強調表示することによって指定されている。料金表２３０のための時間
帯の分類は、本発明の範囲から逸脱することなく、より細かく、または、より粗くするこ
とができる。
【００５６】
　ユーザは、該画面上の仮想上向きボタン２３４および下向きボタン２３６を押して、所
望の駐車時間の量を増加させる。これらのボタンの間に配置されたディジタル時刻表示部
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２３８は、選択された時間の量をユーザに明確に示す。また、対応するドル表示の総額２
４０も、該画面の時間選択部に隣接して表示される。また、最大駐車時間２４２も、その
ような制限をユーザに知らせるために表示される。
【００５７】
　ユーザは、所望量の時間に達するか、または、許可された最大時間に達するまで、駐車
時間の量を増減させる。インジケータ２３２は、選択された時間の量を反映するように拡
大する。また、このことは、時間の増減が、異なる料金設定の段に入った場合に、ユーザ
に視覚的に合図を送る。ユーザが、一旦、時間の量の選択を終了すると、該ユーザは、該
画面上の仮想「終了」ボタン２４４を押し、それによって、ユーザは支払画面に移行する
ことになる。ユーザは、いつでも、仮想「戻る」ボタン２４６を押して、前の画面に戻る
ことができる。また、ユーザは、仮想「ヘルプ」ボタン２４８を選択して、さらなる指示
を得たり、サービス担当者にアクセスしたりすることもできる。
【００５８】
　図１４を参照すると、代替的なパーキングメータシステムが図示されている。本願明細
書において議論したようなキオスクまたはマスターパーキングメータ３００が、（ここで
は符号ＡおよびＢで示す）２つの駐車スペースに隣接して、通りの脇のポールに設けられ
ている。この、通りのセグメントの場合の残りのスポットに隣接して、スポットＢ、Ｃ、
ＤおよびＥにおける車両のナンバープレート／タグの画像を取得できるように、追加的な
メータを配置するのではなく、二重レンズカメラ３０２、３０４および３０６がポールに
設けられている。そして、この図でスポットＢ、Ｃ、ＤおよびＥに隣接するカメラ３０２
、３０４および３０６は、メータ３００が、ローカルエリアネットワークを通じて、カメ
ラ３０２、３０４および３０６のための監視および支払キオスクとして機能できるように
、無線で、または有線通信ルートを介してメータ３００と通信する。
【００５９】
　ユーザとキオスクメータ３００とのやり取りは、上述したものと同じであるが、ユーザ
がユーザの車両に対応するスペースを入力または選択するという追加的なステップを伴う
。このことは、多くの方法で、例えば、舗装上のスポットに標示を付けることにより、あ
るいは標識ポールにより、ユーザに自身のナンバープレートの番号を入力するように要求
することにより、または、ユーザに、該ローカルエリアネットワーク内で該メータが対応
するスポット内の全てのナンバープレートを示す表示から、自身のナンバープレートの番
号を選択することを要求することにより、実行することができる。
【００６０】
　さらなる代替例において、ポール上のカメラ３０２、３０４および３０６は、スポット
Ｂ～Ｅの各々における道路に埋め込まれたカメラ３０８と置き換えることができる。該カ
メラは、車両のタグ／プレートを取得しようとしている間に該カメラに乗り上げることが
できるように、耐衝撃性のあるプラスチックまたは結晶材料中に設けられる。道路カメラ
３０８の視認領域を拡大するために、魚眼レンズ構造を該カメラハウジングに画成するこ
とができる。ポールに取り付けられたカメラと同様に、道路カメラ３０８は、無線で、ま
たは、有線接続を介して、キオスクメータ３００と通信する。道路カメラ３０８は、電力
供給または通信のために接続される配線が必要ないために、設置がより容易に行えるため
、内蔵バッテリおよび無線手段による通信によって作動させることができる。カメラ３０
８は、送信および撮影動作のための起動まで、「スリープ」している。そのスリープサイ
クルは、内部タイマーにより、または、キオスクメータ３００を介して送信された作動開
始信号によってトリガされる。このようにして、バッテリ電源を節約することができる。
【００６１】
　リモートカメラ３０２、３０４および３０６と、キオスクメータ３００との間の「無線
」通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＮＦＣ、セルラ
ー等を含む従来の何らかの無線プロトコルを介して行うことができる。
【００６２】
　ナンバープレートの番号を入力する常連客に対する代替例として、該常連客は、駐車し
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た特定のスポットに対応するキオスクに、スペースのＩＤを入力することができる。これ
は、該カメラが、車両を特定のスポットまで追跡して、該特定のスポットに対応するよう
に車両ＩＤをメモリ内で関連付けることができる場合に可能になるであろう。該スポット
のＩＤは、舗装上の数字、隆起したプラカード上の数字や常連客のスマートフォンによっ
てスキャンすることができる該スポットに設けられたスキャン可能部（例えば、ＱＲＳコ
ード）を含む多くの方法で設けることができる。
【００６３】
　スキャン可能な形状構成が設けられている場合、ユーザは、時間を追加し、駐車券また
は許可証を購入し、使えるスポットを見つけ、スポットを予約する等のために、自身のス
マートフォンでアプリケーションを利用することができる。
【００６４】
　次に、図１５を参照すると、最小限のメータを用いた、通り３５０上の駐車を管理する
ためのシステムが図示されている。複数の駐車スペース３５２が、通り３５０の区域の対
向する縁石３５１の長手方向に沿って画成されている。図示されている通りは、一方通行
用であるが、この実施形態は、両面交通にも同様に適用可能である。
【００６５】
　ナンバープレート認識（ＬＰＲ）が使用可能なカメラ３５４が、規定された通り部分の
入口３５６および出口３５８の各々にわたる構造部に取り付けられており、それによって
、監視システムを規定している。該監視システムは、カメラの視野内を通る各車両のナン
バープレートを読み取り、そのデータを制御コンピュータへ報告する。この構成は、該駐
車システムが、車をカウントし、車を具体的に識別し、および各車が、その通りにどのく
らいの間、滞在しているのかを判断することを可能にする。該通りでの滞在時間は、車が
乗客または荷物を降ろすかまたは乗せるかで判断され、その場合、該車が駐車したか、駐
車はどのくらいの間か、該車が二重駐車したか（どのくらいの間か）が判断され、かつ、
上記の実施形態における付加されたセキュリティ機能が提供される。
【００６６】
　他の出口がある場合、または、同じ通りに沿って多数の駐車場が存在する場合、それら
の車両を駐車料金または何らかの違反行為から除外すべきか否かを判断するために、追加
的なカメラを適切な位置に取り付けることができる。
【００６７】
　この実施形態は、これが適用されて有効になるであろう通りの上のメータの必要性を全
体的になくすのに用いることができる。ユーザは、許可証が許可する駐車料金で、または
、該駐車料金を要することなく、予め割り当てられた期間、駐車するための事前登録によ
って許可されることができる。
【００６８】
　図１６を参照すると、使用時には、特定の実施形態によるパーキングメータは、初期設
定のアイドル状態４００にある。該メータは、車両が存在しているか否かを判断する（４
０２）ために、該車両センサに定期的に問合せを行う。車両が存在しない場合、該メータ
は、依然としてアイドル状態にあり、その問合せを続行する。
【００６９】
　一旦、クエリ４０２によって車両が検知されると、該メータは、作動状態になり、前述
したような内部タイマーを用いた猶予期間４０４の測定を開始する。
該猶予期間（例えば、５分）は、対応するパーキングメータと情報をやり取りするための
妥当な時間を、違反判断される前に車両運転者に与える。猶予期間４０４は、支払を受け
取るまで、または、該猶予期間が時間切れになる（４０６）まで生じ、この場合、違反が
生じたと判断される（４０８）。
【００７０】
　支払ブロック４０６は、ドライバーが所望の駐車時間の量を選択すること、または、規
定通りに定額を支払うことを含む。駐車スペースまたは許可証も必要に応じて選択される
。一旦、支払が受領されると、駐車期間４１０が始まる。
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【００７１】
　駐車期間４１０は、車両がスペースから出る（４１２）か、または、購入された駐車時
間が終了するまで、ユーザが事前に購入した時間をカウントダウンし、該駐車時間の終了
は、違反４０８を生じる。該駐車時間がカウントダウンされている間、該メータは、該車
両が該スペースから出たか否かおよび該車両がいつ該スペースから出たかを判断するため
に、該車両センサへの問合せを続ける。
【００７２】
　また、ドライバーには、購入した駐車期間の終了時に猶予期間を与えることもできる。
該ドライバーのカードは、それを確実に有効なものにするために、必要に応じて有効にす
ることができ、または、定額を請求することができ、支払済みの時間を過ぎた任意の時間
に対する追加的な料金が徴収される。
【００７３】
　該マイクロコントローラ（プロセッサまたはマイクロプロセッサ）は、車両が関連する
スポットに入る際に、該車両のナンバープレート（または、他の識別情報）の画像を撮る
ように該カメラに命令する。該ナンバープレートの画像は、該車両が該スペースから出た
ときや、違反４０８が起きたことが判断されたときに、またはその両方の場合に、再び撮
ることもできる。（該駐車スペースの入口から出口までの）駐車イベント全体の画像およ
びビデオ、または画像もしくはビデオを撮って、記憶装置に格納したり、該マイクロコン
トローラに結合されたいずれかのカメラのために該中央コンピュータシステムに送信する
ことができる。
【００７４】
　各カメラには、合法的監視およびセキュリティのために許可された電話、タブレットま
たはコンピュータを介した各カメラのフィードの遠隔視を可能にするために、該中央コン
ピュータを介して個別に命令することができる。その結果、例えば、法執行機関は、それ
を介して監視およびセキュリティを実施することができる、ほぼ大人の胸高または眼高に
街頭カメラのネットワークを設けることができる。
【００７５】
　また、違反行為の継続時間を測定するために、違反行為が起きたときに（４０８）、違
反行為タイマーを始動させることができる。この後者の情報は、必要に応じて、自治体が
、急増する違反行為の罰金を判断するのに用いることができる。また、違反行為は、それ
が起きたときに、または、違反行為が、設定した期間（例えば、２４時間）、持続した時
点で、警察当局に報告することもできる。
【００７６】
　警察の命令による、積雪による緊急事態時、または、他の一時的な駐車禁止状況等の「
駐車禁止」モードにおいては、該メータは、車両が存在するスポットについて問合せて（
４０２）、車両が該スポットに入ったときに、または、猶予期間が発生したときに（４０
４）違反行為が生じた（４０８）と直ちに判断する。
【００７７】
　一つの実施形態においては、該メータのマイクロプロセッサ１１０に、または、ＬＡＮ
の一部である中央制御コンピュータ１２０に、または、インターネットを介して該メータ
と通信する制御コンピュータ１２０にプログラムされているタイマーアルゴリズムによっ
て、違反行為が判断される。
【００７８】
　また、ドライバーは、最初の駐車購入時に（４０６）、駐車違反保険を購入することも
できる。ユーザが、保険オプションを選択して、その保険料を支払うと、該メータは、最
大許容時間に達するまで、ユーザのクレジットカードから適切な額を引き落とすことによ
り、それ自体で自動的に「フィードする（支払を行う）」ことになる。
【００７９】
　違反行為が行われている（４０８）と判断されている車両のドライバーには、該ドライ
バーが該メータと少しの間、情報をやり取りしたときに、違反通知を与えることができる
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。このような状況において、該ドライバーには、その違反行為を認めて、該メータを介し
た対応する支払を行うオプションを提示することができる。この機能は、効率的な違反金
の回収に役立つ。魅力的なこととして、違反ドライバーには、必要に応じて、該メータに
おいて直ちに支払う場合には、減額した違反料金または罰金を提示することができる。
【００８０】
　追加的な実施形態において、そのＩＤに、未払いの駐車または他の違反行為があること
が分かっている車両は、該車両の識別情報と、禁止車両のブラックリストを照合すること
により、駐車サービスを拒否することができる。このような実施形態において、車両ＩＤ
は、車が検知されたとき（４０２）に読み取られる。該ＩＤは、制御コンピュータ１２０
へ送信され、その後、該制御コンピュータは、該ブラックリスト上の該車両のステータス
に関する指示を返す。その結果、ドライバーに、現在の駐車イベントに対するいくらかの
駐車料金に加えて、該メータにおいて過去の違反料金を支払って、駐車の許可を得る機会
を与えることができるであろう。
【００８１】
　（本願明細書においては、バックオフィスサーバともいう）中央制御コンピュータとつ
ながっている各パーキングメータの機能は、異なる時間帯およびイベントに対する駐車料
金およびパラメータの容易な変更を可能にする。例えば、日中の駐車料金は、夜間の時間
帯料金および制限時間と比較して、より小さな最大時間制限で、より高い時間帯料金に変
更することができる。猶予期間は、時間帯によって変化および変更することができる。駐
車禁止モードを設定することができる。特定の場所におけるメータは、所定のエリアにお
けるスペースに対する供給および要求を管理するために変更された、それらの場所の料金
を有することができる。また、コンサートやスポーツイベント等のイベント期間中の料金
は、かなり値上げすることができ、また、その期間は、イベントの開催期間に応じて変更
することができる。このことは、自治体が、そのメータの収益の可能性を最適化すること
を可能にしている。そして、これらの変更は、自動的に行われるように、該中央制御コン
ピュータを介してプログラムすることができ、または、該変更は、該中央制御コンピュー
タを介して手動で入力して、該変更が所望されている対象のメータへ転送することができ
る。
【００８２】
　追加的な態様によれば、ユーザは、自治体（または、その個人で契約した指名人）に関
して口座を開設して、ドライバーの口座にプラス残高になるように預金することができる
。その結果、該ドライバーに、該メータに含まれている非接触式カードリーダで読み取る
ことができる非接触式カードを与えることができる。そして、該ドライバーの口座からは
、駐車期間に対応する額が引き落とされる。このようにして、該ドライバーは、違反行為
を起こさない限り、該メータと情報をやり取りする必要が全くない。しかし、該ドライバ
ーの車のナンバープレートは、車両が所定の駐車スペースを出入りする際に撮影され続け
るであろう。該ドライバーは、その対応する口座残高がマイナスになると、違反と見なさ
れるであろう。別法として、該ナンバープレートを該口座と関連付けることができ、およ
びいくらかの駐車料金を、該対応する口座から自動的に引き落とすことができるであろう
。したがって、該ドライバーは、該メータと情報をやり取りする必要は全くない。
【００８３】
　中央制御コンピュータ１２０に接続された各メータは、空いていないか、または、空い
ているというそのステータスを継続的に報告する。このことは、価格調整、交通解析、都
市計画等の様々な理由のために実行される分析を可能にする。
【００８４】
　追加的な実施形態におけるメータステータスデータには、利用可能な駐車スポットに対
応するメータ位置を探すために、公共のインターフェースを介して一般人がアクセスする
ことができる。ドライバーが、利用可能な駐車スポットを迅速かつ容易に探すことができ
るように、空いている駐車スペースに関するメータの地理的位置情報にアクセスし、およ
び該ドライバーに、地図アプリケーションデータ（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）　
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Ｍａｐｓまたは同様のもの）を提示するスマートフォンアプリケーションを備えることが
できる。
【００８５】
　また、該中央コンピュータは、ユーザの電話への送信のために、対応するメータにクー
ポンデータを送信することにより、ドライバーのスマートフォンにクーポンや広告を転送
することもできる。別法として、該メータは、該中央コンピュータと通信することなく、
該クーポンを送信することができる。
【００８６】
　転送された特定のクーポンおよび広告は、ドライバーが駐車した特定の地理的位置に対
応させたり、該スペースに駐車した車種に基づかせたりすることができる。このことは、
地元の商店が、それらの広告／クーポンが配布される地域に対して代価を払うこと、およ
びその結果、そのような配布に対して請求されることを可能にする。また、ドライバーに
は、特定の商品購買層をターゲットとする広告やクーポンを送ることもできる。各メータ
は、ドライバーが同じ内容で受け取るために、該メータのＧＵＩに広告を表示することが
できる。ユーザは、ＮＦＣプロトコルを通じて該メータを介してクーポンを代替的に得る
ことができる。該クーポンは、地理、車種、駐車頻度、および車両の所有者に対応するそ
の他のデータを含む購買層に基づいて、該ドライバーをターゲットにすることができる。
【００８７】
　特定の構成において、各駐車スペースは、関連するカメラによって監視され、一つのマ
スターメータは、多数の別個のカメラと情報をやり取りする。この実施形態において、該
カメラユニットのうちの少なくとも一つは、該パーキングメータから独立している。各カ
メラユニットは、そのそれぞれのマスターパーキングメータによって制御されるように、
そのマスターパーキングメータと通信することができる。この実施形態は、単一のメータ
を、複数の駐車スペースを監視する多数のカメラと情報をやり取りさせることにより、よ
り少ないコストでのパーキングメータの利用を可能にする。
【００８８】
　監視されたスペースにおける駐車車両のナンバープレート（または、他の車両ＩＤ）情
報は、該車両の該スペースへの出入り時に、警察当局へ送信することができる。この情報
は、犯罪容疑者の追跡または不審な行動の監視を含む様々な理由で有用である可能性があ
る。例えば、警察当局のために、特定の車両を容疑者と関連付けることができ、およびそ
のような当局は、監視した車両ＩＤ情報から、そのような人物の居場所を追跡し、判断す
ることができる。
【００８９】
　上述したような車両ＩＤの自動収集に加えて、該メータは、監視を実行するように、遠
隔で能動的に命令することができる。これは、遠隔で作動されて、該カメラを介して写真
およびビデオを撮ることを含むことができる。また、該カメラは、そのように構成されて
いる場合には、遠隔で操作することもできる。例えば、法執行機関は、該カメラを選択的
に作動させて、写真およびビデオ、または写真もしくはビデオを撮るために、該中央コン
ピュータまたは対応するＬＡＮを介して、一つ以上のメータとインターフェースをとるこ
とができる。
【００９０】
　該メータ内のカメラはさらに、ユーザ、通行人、または、カメラの有効視野内の任意の
選択した人物の顔認識を実行するように構成することができ、および該顔認識を実行する
のに用いることができる。
【００９１】
　また、該メータは、音声キャプチャ用のマイクロフォンと、音声通信用のスピーカーを
備えることもできる。このようにして、該音声データは、本願明細書に記載したように、
ビデオ／写真を受動的および能動的に記録することもできる。この音声能力はさらに、ユ
ーザが、係員と、警察当局と、医療専門家と、レッカー移動サービスと、ヘルプデスクと
選択的に通信することも可能にし、および、（インターネットプロトコルを通じた音声を
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利用して）ユーザが選択した任意の人物に電話をかけることもできる。また、ユーザは、
該メータのカメラ、マイクロフォンおよびスピーカーを用いて、双方向テレビ電話会議を
実行することもできる。
【００９２】
　ここでは、聴くために、見るために、およびメータの環境と情報をやり取りするために
、およびユーザとメータ間のリアルタイムのアラートおよび情報交換のためにスマートフ
ォンでの情報のやり取りおよびデータ交換を自動的に可能にするビーコン技術を含むデー
タおよび情報を地域に提供するために、任意の数の追加的なセンサを配置することができ
る。
【００９３】
　車両が監視スポットに入るときに、車両のナンバープレートを読み取ることができない
場合、該メータは、該ドライバーに、その車両ＩＤ情報を入力するように要求し、および
前記ＩＤを、該車両が該スペースに出入りするときに取得した該車両の画像と関連付ける
。該ドライバーが、車両ＩＤ情報を入力し損ねた場合には、違反通知が出されて、警察当
局が呼び出される。また、該メータは、駐車特権が悪用されているか否かを確認するため
に、例えば、ハンディキャップボタンを選択するユーザを確かめるために、該車両を手動
で抜き打ち検査するように警官に通知することもできる。さらに、駐車取締官または他の
当局者は、ネットワーク対応の装置からナンバープレートの写真を手動で視認することに
より、特定の駐車イベントを遠隔で確認することができる。
【００９４】
　該メータは、その機能性を監視して、一定の間隔でステータスを該制御コンピュータに
報告するように構成されている。例えば、該マイクロプロセッサは、１日に一度（または
、他の選択した間隔で）自己診断で作動し、その結果を該中央制御コンピュータに報告す
るように構成することができる。また、ユーザは、ＧＵＩを介してエラーを報告すること
もでき、また、該メータは、動作中のエラーを自己報告することもできる。その場合、該
制御コンピュータは、この情報を用いて、エラーを報告したか、または、予定時間に報告
がなかったメータにサービススタッフを自動的に派遣することができる。指定時間内に該
制御コンピュータと通信しなかったメータは、該制御コンピュータにより、点検が必要で
あるとして自動的に報告されることになる。
【００９５】
　特定の実施形態の追加的な機能は、対応するスポットに駐車している間に、ユーザが、
該メータとのインターフェースを介して、蓄電能力（例えば、バッテリ）を備えた車両を
充電する能力である。このような実施形態において、該メータまたは他の対応する構造物
には、再充電のために、ユーザが、その車両のプラグを差し込むことができるように構成
された充電ポートおよび電力供給部が備えられている。該メータは、該メータのユーザイ
ンタフェースによって行われた支払および本願明細書に記載されているいずれかの支払手
段によって、必要に応じて自治体が電気を供給することにより、ユーザが電気を購入でき
るように構成することができる。
【００９６】
　また、写真を撮る動作が言及される場合、これは、既知の写真撮影動作の一部として、
複数の写真またはビデオを撮ることを含む可能性があることを理解すべきである。該カメ
ラによって撮られた画像は、日付、時間、カメラ番号、メータ番号およびスペース番号と
ともに、ディジタルで符号化される。該カメラには、所望の画像品質を実現するために、
フラッシュ（例えば、ＬＥＤフラッシュ）および光センサコンポーネントを設けることが
できる。衝撃検出を実行できるようにするために、加速度計を該メータ内に含めることが
できる。
【００９７】
　該メータは、そのユーザインタフェースおよびインターネット接続性を介して、ビデオ
または音声で電話をかけることができるようにプログラムすることができる。具体的には
、該メータは、ワンタッチで緊急サービス（例えば、９１１）を呼び出すクイックリンク
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を実行することができる。同様に、テレビ電話リンクを、緊急サービスと確立することが
できる。接客サービス、３１１サービス／報告、牽引車サービス、および顧客が入力した
い任意の個人の番号への電話等の、追加的な発呼オプションを含めることができる。他の
テレビ電話、ボイスオーバーＩＰサービスおよびインスタントメッセージクライアントは
、該メータを介してアクセスできるようにさらにプログラムすることができる。また、ウ
ェブブラウザも備えることができる。ユーザは、カスタム案内メニューを通じて、または
、インターネット（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）　Ｍａｐｓ）を介して、案内情報
（例えば、現在地、目的地への方向、近くの重要地点（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅ
ｓｔ）等）にアクセスすることができる。さらに、ユーザは、カスタムメニューを通じて
、またはインターネットを介して、気象情報にアクセスすることができる。
【００９８】
　該マイクロフォンは、顧客サービス係と話をしたい駐車常連客のための音声入力部を備
えている。該入力部は、敵対的な歩行者交通や発砲音を聞き取るために、遠隔的に、継続
的に作動させることができ、および対応する位置情報を当局に提供することもできる。ス
ピーカーは、該顧客サービス係からの音声出力を電話で提供する。また、該スピーカーは
、指令部および制御センターからの情報または緊急メッセージを放送するのにも用いるこ
とができる。
【００９９】
　また、該メータは、非接触式の支払を容易にする、上述したＮＦＣリーダに加えて、タ
グを感知して追跡するためのＲＦＩＤ（無線自動識別：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）リーダを備えることもできる。
【０１００】
　メータは、該スペースの回転を促すために、例えば、最初の１時間は１ドル、次の１時
間は２ドル、３時間目は４ドル、４時間目は８ドル等の累進的料金で構成することができ
る。さらに、料金設定は、時間帯、曜日または混雑度に基づいて、動的に変更することが
できる。該混雑度は、所定エリア内での空いていないスペースと利用可能なスペースとの
比として定義することができ、または、該混雑度は、所定の道路上を流れる交通量として
定義することができる。上記のことはともに、該制御コンピュータが、スペース利用率を
それぞれ計算して、交通渋滞を監視する交通制御システムとインターフェースをとること
により、または、事故、交通量等に関する保険統計に基づいて、手動で開始するか、また
は自動化することができる。
【０１０１】
　全てのメータスペースは、中央制御を介して、障害者用スペース、積雪時緊急駐車禁止
、駐車禁止、または、他の分類として選択可能に認定することができる。
　また、該メータは、該メータがＷｉ－Ｆｉ（登録商標）ホットスポットとして機能でき
るように、無線送信機／受信機アンテナを備えることもできる。
【０１０２】
　該スクリーンは、ユーザに、地域の業者の広告を提示するように、およびクーポンをス
マートフォンで電子的に直ちに受け取る能力を与えるようにプログラムすることができる
。表示広告は、該スペースに駐車している車種に基づいて、ナンバープレートデータから
、および他の基準によって、または、ナンバープレートデータから、もしくは他の基準に
よって、配信することができる。
【０１０３】
　該メータは、無料で、または、割引料金で駐車することが許可されている許可証保有者
のデータベースを備えることができる。例えば、所定の車両登録と関連付けられた所定の
クラスの人物（例えば、自治体職員、身体障害者、近隣住民、高齢者、退役軍人、月極駐
車許可証所持者等）は、特定のメータにおいて、または、特定の時間帯に、無料で駐車で
きるようにすることができ、または、どこでもまたは特定のメータにおいて、割り引いた
料金および罰金を課すことができる。所定の近隣またはエリア内の建物および住宅の住民
は、現住所の近くのメータにおいて（および特定の日にだけ）無料で駐車できるように、
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または、割引料金を支払うことができるようにすることができる。個々の車両に対する、
駐車許可、駐車パラメータ（例えば、猶予期間の長さおよび最大駐車時間）、対応料金（
例えば、一般、無料、割引等）、対応罰金、および地理的にカスタマイズされた特定の特
権のための複数の異なるクラスルールを指定するこの能力は、従来のパーキングメータや
許可スキームでは不可能である。
【０１０４】
　該メータは、車両のナンバープレートの読み取りに基づいて、所定の車両が特定のクラ
スに属していることを自動的に認識することができる。別法として、ドライバーは、該メ
ータにおいて、コードを入力し、許可証／証明書／カードを通し、または、他のＩＤを入
力して、即時駐車事例に適用可能な駐車クラスルールを変更することができる。例えば、
割引料金を開始するために、ドライバーは、該メータにおいて、手動でコードを打ち込む
ことができ、または、ドライバーは、割引をする制御コンピュータのファイルのクレジッ
トカードを利用することができ、または、ドライバーは、携帯電話を用いて、割引コード
を該メータに送信することができ、または、ドライバーは、電話を用いて、該割引コード
を無線で該メータに送る（バンプさせる）ことができ、または、ユーザは、該メータ上の
指紋スキャナを用いて、割引の権利がある人物として自身を識別することができる。
【０１０５】
　商店主は、駐車許可証または割引コードを顧客に要望通りに配布できるように、またそ
の場合に、対応する商店主の口座から、該許可証／割引コードによってカバーされた駐車
料金を引き落とすことができるように、該制御コンピュータに関連付けられた駐車用口座
を開設することができる。例えば、商店主は、その商店主から一定金額以上の商品を購入
する顧客には誰でも、駐車のコストをカバーすることを提案することによって、顧客を呼
び込みたい可能性がある。その場合、該商店主は、そのような条件を満たす顧客に、該顧
客がその車まで戻った際に、該メータにおいて入力される、一回限りの駐車許可コードを
与えることができる。該コードを入力することにより、顧客には、その支払済みの駐車料
金が返金され、およびその駐車料金が商店主の口座から引き落とされる。
【０１０６】
　駐車するためのコストの割引に加えて、特定の個人に対して、上述したような公認のク
ラスルールに基づいて、他の駐車パラメータを変更することができる。それらの他のパラ
メータは、罰金補償保険のコスト、猶予期間の長さ、最大駐車時間、即時罰金支払の割引
等を含む、該メータの何らかの作動パラメータとすることができる。また、該コードは、
駐車禁止状態にあるメータでの駐車を可能にするために、許可された特定の個人のために
用いることもできる。この後者の例は、認識済みの個人または車両を除いて、駐車を許可
しないことにより、該メータを予約することを可能にする。
【０１０７】
　顧客は、該メータのインターフェースおよび支払手段を介して、イベントのチケットを
入手することができ、または、他のサービス（例えば、駐車許可証）を購入することがで
きる。このような実施形態において、該メータは、請求（例えば、水道料金や電気料金の
請求）に関する支払、駐車の罰金または他の罰金の支払、係員へのアクセス等を含む、仮
想的な何らかの製品またはサービス用の販売時点管理（ＰＯＳ：ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａ
ｌｅ）として機能することができる。
【０１０８】
　また、該メータのカメラは、車両ＩＤプレートまたはタグの期限切れステータスを検知
するようにプログラムすることができ、および期限切れステータスに対する対応する違反
通知を出すこともできる。
【０１０９】
　酔ったドライバーは、該メータのユーザインタフェースを介して、タクシーや、人の車
に乗せてもらって帰宅する等の代替運転を容易に要請することができる。さらに、ドライ
バーは、該メータのスクリーン上の自己申告用の「飲酒ボタン」を選択することができ、
それによって、該ドライバーは、酩酊中に自分の車を移動させなければならないことから
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解放されるとともに、しらふのタクシードライバーを自動的に呼ぶことになるであろう。
この実施形態において、該メータスクリーン上のボタンは、駐車イベントを延長する可能
性があるか、または、一定期間免除することができる酒に酔った人が、容易にアクセス可
能である。この機能の利用は、該機能が過剰に使用されないことを確実にするために、各
事例に対して、それを所定のナンバープレートと関連付けることによって追跡することが
できる。また、このような監視は、例えば、いわゆるウィスキープレートを有する飲酒運
転の常習者に対する特別なステータスのナンバープレートを有する車両のために押された
場合に、当局にも警告されるであろう。当局の裁量で、小額の手数料を課すことも可能で
あろう。該飲酒ボタンが押された場合、通知が自動的に法執行機関に送られて、その後、
該車は、所定の期間内に該スポットから退去することになる。
【０１１０】
　ハンディキャップのあるドライバーが監視スペース内での駐車を可能にする場合、該ド
ライバーは、ＧＵＩによって「ハンディキャップ」をオプションとして選択する。ＧＵＩ
は、有効な身障者用ナンバープレートまたは身障者表示票を表示しなければならないとい
う警告を表示する。該システムは、該中央制御コンピュータに該ハンディキャップが選択
されたことを通知する。身障者許可証保持者に登録されたナンバープレートのリストは、
許可証の使用を確認するのに用いることができ、および駐車取締係による追跡調査のため
に、非対応車両としてフラグ付けすることができる。ハンディキャップドライバーに属す
るとして該中央制御コンピュータによって指摘された登録済みのナンバープレートは、ハ
ンディキャップオプションが自動的に設定されるため、該オプションを選択する必要性を
なくすことができる。
【０１１１】
　違反行為が判断された場合、該メータは、図１７に示すように、その写真および違反行
為の詳細を該制御コンピュータに送信する。該制御コンピュータは、駐車違反切符が既に
発行されていることを該メータに通知し、そして、該メータは違反灯を点灯させる。違反
したドライバーが該メータのディスプレイに近づくと、該メータは、駐車違反切符を既に
受け取っていることをユーザに知らせる。該メータは、即時の割引された支払か、または
、今後の正規料金の支払かの選択を提示する。ユーザは、割引料金で直ちに支払うこと、
または、車両登録に関連する該ユーザの郵送先住所に送られる違反通知を受け取ることを
選択することができる。
【０１１２】
　図１７に示すように、違反行為には、追跡目的のための違反番号が割り当てられる。該
車両の写真と、そのナンバープレートの詳細と、登録の状態とが示されている。違反行為
を見つけるための理由または根拠、タイムスタンプ、罰金および支払等の適当な違反デー
タがそれぞれ生成される。特定の実施形態において、ナンバープレート情報は編集するこ
とができ、また、その違反行為は、手動でクリアすることができる。
【０１１３】
　また、該メータは、違反行為を避けるための、所定のおよび限定された期限切れ後の猶
予期間を補償する料金支払を可能にするように構成することもできる。このような状況に
おいて、ドライバーは、該スペースに入って、一定期間に対して支払うが、前述したよう
な罰金補償保険を事前購入せず、その場合、期限切れの５分後に戻る。この機能によるこ
のような状況において、ユーザは、該メータに近づく。ユーザは、彼／彼女の駐車スポッ
トを選択する。該ディスプレイは、該ユーザの猶予期間の通知を示し、５分遅れたことを
該ユーザに知らせ、延長時間に対して支払う場合には、該ユーザは、駐車違反切符を切ら
れることはない。該ユーザは、該延長時間に対して支払うことを選択する。該ユーザは、
車に乗って去る。該システムは、該ユーザの該システムとのやり取りの時間および詳細を
含む、該車とナンバープレートの写真を撮る。
【０１１４】
　別の代替的なシナリオにおいては、ドライバーは、該スペースに入り、一定期間の半分
を支払い、罰金補償保険料を支払い、そして、該メータの期限切れの５分後に戻る。この
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状況において、ユーザは、該メータに近づく。該メータは、スポットの選択を表示する。
該ユーザは、自分の駐車スポットを選択する。該メータは、超過分をカバーするために、
クレジットカードの罰金補償機能が、超過時間分を該クレジットカードに請求済みである
ことを示す。該ユーザは、車に乗って去る。該メータは、該ユーザの該システムとのやり
取りの時間および詳細を含む、該車とナンバープレートの写真を撮る。
【０１１５】
　該メータは、最大駐車時間によって構成することができる。ＧＵＩは、ドライバーに、
最大時間を示し、および該ドライバーが、許可された以上の時間を選択することができな
いようにする。車両が、該最大時間より長く、該スポット内に駐車したままである場合、
違反行為が自動的に判断される。罰金補償保険および何らかの期限切れ後の猶予期間は適
用されない。
【０１１６】
　一旦、車両がスペースから去ると、該メータは、その空ステータスを該制御コンピュー
タに送信し、該メータは、残り時間ゼロにリセットして、どのような違反ステータスも削
除される。
【０１１７】
　また、該メータは、メンテナンスモードで構成される。このモードは、該制御コンピュ
ータにより、係員が、権限を与えられた「メンテナンス係」カードを機械に通すことによ
り、または、割り当てられたキーパッドの組合せを入力することによって開始される。一
旦、このモードに入ると、該メータのディスプレイは、メンテナンスモードメニューを表
示する。該係員は、「現金払い」か「制御装置」のどちらかを選択する。該係員は、暗証
番号を入力する。その暗証番号が間違っている場合、該システムは、該制御コンピュータ
に通知する。該暗証番号が再度、間違っている場合には、該システムは、システムアラー
ムを始動する。該暗証番号が正しい場合、該システムは、内部アラームを無効にし、アク
セス通知を該制御コンピュータに送信する。メンテナンスが終了すると、該メータは、メ
ンテナンスモードから出る。アラームが再開される。該メータは、通常のサービスモード
に戻ったことを該制御コンピュータに通知する。
【０１１８】
　該メータが、内部センサで測定した、設定した閾値を超える衝撃を受けた場合、該メー
タは、アラームを出して、該制御コンピュータに通知する。該アラームは、可聴で視認可
能である。該アラームは、所定の衝撃アラーム期間の期限切れまで続く。
【０１１９】
　該メータのエンクロージャが、適切な認証情報の事前の入力なしに開かれる場合、該メ
ータは、アラームを出して、該制御コンピュータに通知する。
　アラームは、該制御コンピュータによって、手動または自動的に解除することができる
。また、アラームは、該メータにおける、対応するコードの入力または他の認証情報の入
力によって解除することもできる。該アラームが、例えば、電気系統の破壊行為またはコ
ントローラの取り外しによる電力の喪失によって遮断された場合、該アラームは、電力の
回復時に継続される。
【０１２０】
　ドライバー／ユーザが、ＮＦＣを介して支払うことを選択した場合、該メータのディス
プレイは、該ドライバー／ユーザの電話またはＮＦＣウォレットをＮＦＣリーダに対して
保持することをユーザに促す。該メータは、そのデータを該制御コンピュータに送信し、
該制御コンピュータは、適切な機関とインターフェースをとって、そのアカウントを確認
する。確認が拒否された場合、そのユーザに知らされて、該ユーザは、別の支払方法を選
択するように求められる。支払に必要な金額が残高を超える場合、該ユーザは、さらなる
支払方法を促される。支払が終わると、取引ＩＤが表示され、そのＩＤは、インターネッ
トを通じたレシートの検索を可能にしている。
【０１２１】
　ドライバーが、口座で支払うことを選択した場合、該メータのディスプレイは、自分の
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口座ＩＤを入力するか、または、口座カードを機械に通すことをユーザに促す。該ドライ
バーは、ＩＤを入力するか、該カードを機械に通す。該システムは、自分のＰＩＮを入力
することを該ユーザに促す。該ドライバーは、そのＰＩＮを入力する。該メータは、該中
央コンピュータに連絡して、該口座および利用可能残高を確認する。確認が拒否された場
合、該ユーザに知らされて、別の支払方法を選択することを求められる。支払に必要な金
額が残高を超える場合、該ユーザは、さらなる支払方法を促される。支払が終わると、取
引ＩＤが表示され、そのＩＤは、インターネットを通じたレシートの検索を可能にしてい
る。
【０１２２】
　さらに、ユーザは、該メータを介して自分の口座に補充することもできる。該メータの
ディスプレイは、自分の口座ＩＤを入力するか、カードを機械に通すことを該ユーザに促
す。該ドライバーは、ＩＤを入力するか、カードを機械に通す。該メータシステムは、自
分のＰＩＮを入力することを該ユーザに促す。該ドライバーは、そのＰＩＮを入力する。
該メータは、該制御コンピュータを介して、該口座および利用可能残高を確認する。そし
て、該メータは、追加の支払を該口座に加えることを該ユーザに促す。その支払は、銀行
口座と関連付けられている場合の駐車口座のＥＦＴを含む、本願明細書に記載されている
いずれかの手段を介して実行することができる。支払が終わると、取引ＩＤが表示され、
そのＩＤは、インターネットを通じたレシートの検索を可能にしている。
【０１２３】
　該メータの所有者／オペレータには、料金、スケジュール、暗証番号、猶予期間、最大
時間および許可されたカードを含む、１つ以上のいずれかのメータの多くの動作パラメー
タを変更する能力が与えられている。各メータの設定値には、該制御コンピュータを介し
て該所有者／オペレータにアクセス可能な制御スクリーンを通じてアクセスすることがで
きる。該所有者／オペレータには、該制御コンピュータシステム内の所有者／オペレータ
用サブシステムへの安全なリモートアクセス権を与えることができる。更新データは、選
択されたメータへ転送されて、それによって、現在のスペースが空くとすぐに、新たな設
定値を実行する。
【０１２４】
　図１８を参照すると、所有者／オペレータメンテナンス画面が図示されている。該画面
は、ユーザによって選択された場所の各メータに対して１つのブロックを備える。図示さ
れていない前の画面において、ユーザには、エリア別の、または、該ユーザのログイン認
証情報に対応する分類ごとのメータの場所のリストが提示されているであろう。該リスト
から特定のエリアを選択することにより、該ユーザには、図１８に示すような画面が提示
される。
【０１２５】
　代替例において、該所有者／オペレータには、該ユーザの認証情報に一致する各メータ
を示す対話型地図が提示される。所定のメータを通じて該ユーザ画面上のカーソルを移動
させることにより、該メータの場合の関連データが表示される。
【０１２６】
　図１８におけるメータブロック、または、該対話型地図内の特定のメータをクリックす
ることにより、該所有者／オペレータには、図１７に図示されているものと同様の詳細な
メータステータス画面が提示されることになる。
【０１２７】
　また、ユーザは、各メータのための、図１９に示すような料金ブロック画面を選択する
こともできる。該料金ブロック画面は、各曜日の、および各日の時間ごとの各メータの場
合の現在の料金データスケジュールを提示する。この描画は、該所有者／オペレータが、
現在の料金設定を直ちに認識することを容易にしている。個々の料金ブロックは、該ブロ
ックを選択して、新たな料金データを入力することによって、この画面内で編集すること
ができる。
【０１２８】
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　該メータのための追加パラメータまたは設定値には、図２０Ａおよび図２０Ｂに示すよ
うに、設定値画面においてアクセスすることができる。どちらの図も、画面スクロールバ
ーによって誘導される単一の画面の上方および下方の部分である。変更可能な設定値は、
アイドルメッセージ、ヘルプメッセージ、初期駐車猶予期間、違反猶予期間、駐車期間の
最大継続期間、駐車違反支払の場合の即時支払の割引料金、罰金全額および罰金補償保険
を購入した場合のサービス料金を含む。各設定値は、対応する編集可能なフィールドを介
して変更することができる。編集可能なパラメータは、程度の差はあるが、本発明の範囲
を逸脱することなく、該所有者／オペレータに提示することができる。
【０１２９】
　また、該制御コンピュータは、所定期間に、該所有者／オペレータへの、１つ以上のい
ずれかのメータの様々な報告書を生成するように構成することもできる。例えば、所定の
自治体内の全てのメータについて、メータ毎に、月々の収益をまとめることができる。全
ての取引が報告されて、該制御コンピュータに記憶されるため、そのデータおよび報告書
は、該メータに問合せることなく作成することができる。また、その結果、該メータは、
大量の、またはいくらかの取引データを保持する必要がなく、そのことは、記憶容量を最
小化することができるため、該メータのコストを低減し、さらに、該データが中央に記憶
されるため、該システムをより安全かつ堅固にする。
【０１３０】
　上述した機能は、ドライバーによる使いやすさ、自治体による管理のし易さを向上させ
、および自治体による収益の獲得を最適化する。また、自動化された動作も、所定数のメ
ータ制駐車スペースに必要な駐車取締官の数を最小限にする。また、警察当局者も、容疑
者および対象の車両を上手く見つけて追跡することが可能である。
【０１３１】
　この出願においては、「クレジットカード」および「デビットカード」という用語が使
われてきた。これらの用語は、クレジットカード、デビットカード、スマートカード、ス
トアドバリューカード、専用駐車カードおよび駐車許可証を含む、カード式支払に関する
全ての領域を包含することが意図されている。当業者には、上述したような硬貨、紙幣ま
たはクレジットカードであるか否かに関係なく利用することができる、様々な支払受領機
構があることは正しく認識されるであろう。
【０１３２】
　本発明を、現時点で最も実用的で好適な実施形態例であると考えられることに関して説
明してきたが、当業者には、本発明が、開示された実施形態例に限定されないということ
は明らかであろう。当業者には、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、多くの
変更および等価な構成を実行することができ、そのような範囲は、全ての等価構造物およ
び製品を包含するように、添付クレームに関する最も広範な解釈を認めるべきであること
は容易に分かるであろう。
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